
  

個人情報ファイル簿等 

個人情報ファイル等の名称 端末ログインユーザ管理（Active Directory） 

実施機関の名称 千葉県企業局 

個人情報ファイル等が利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名称 
千葉県企業局管理部業務振興課 

個人情報ファイル等の利用目的 端末を利用できるユーザを限定するため 

記録項目 １氏名、２勤務場所 

記録範囲 利用者ＩＤ登録等通知書に登録された者 

記録情報の収集方法 情報システム運用管理者からの申請 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）総合窓口（総務部審査情報課） 

          企業局窓口（企業局管理部総務企画課） 

（所在地）千葉市中央区市場町１－１ 南庁舎１階 

千葉市花見川区幕張町５－４１７―２４ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
- 

個人情報ファイル等の種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 

政令第21条第7項又は施行条

例施行規則第2条第7項に該

当するファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 
- 

行政機関等匿名加工情報の概要 - 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

- 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

- 

備   考 -  

  



  

個人情報ファイル簿等 

個人情報ファイル等の名称 入退室管理システム 

実施機関の名称 千葉県企業局 

個人情報ファイル等が利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名称 
千葉県企業局管理部業務振興課 

個人情報ファイル等の利用目的 
入退室者を特定し、特定執務室（端末室、サーバ室等）

のセキュリティを確保するため 

記録項目 １氏名、２会社名、３顔認証データ 

記録範囲 入退室管理システム登録者ＩＤ交付通知書に記載の者 

記録情報の収集方法 当局担当課からの申請 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）総合窓口（総務部審査情報課） 

          企業局窓口（企業局管理部総務企画課） 

（所在地）千葉市中央区市場町１－１ 南庁舎１階 

千葉市花見川区幕張町５－４１７―２４ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
- 

個人情報ファイル等の種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 

政令第21条第7項又は施行条

例施行規則第2条第7項に該

当するファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 
- 

行政機関等匿名加工情報の概要 - 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

- 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

- 

備   考 -  

  



  

個人情報ファイル簿等 

個人情報ファイル等の名称 公金収納事務委託ファイル 

実施機関の名称 千葉県企業局 

個人情報ファイル等が利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名称 

千葉県企業局 管理部 業務振興課 

県水お客様センター及び各水道事務所（支所） 

個人情報ファイル等の利用目的 

量水器点検対象者を特定し、点検結果を通知する・契約

終了時の上下水道料金を迅速に精算する・上下水道料金

収納状況及び未納者を把握し、適切な収納を確保するた

め。 

記録項目 

１ 受付情報 

（使用者氏名、使用場所、電話番号、送付先住所、 

使用開始日、使用中止日、支払方法） 

２ 調定情報 

（使用水量、上下水道料金調定額） 

３ 請求情報 

（発行日、納期限） 

４ 収納情報 

（納付日、収納日、納付方法） 

５ 未納整理情報 

（督促状況、給水停止状況、納付誓約状況、不着郵便物

対応状況） 

記録範囲 水道使用者 

記録情報の収集方法 水道使用者、または親族 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 業務委託先 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）総合窓口（総務部審査情報課） 

          企業局窓口（企業局管理部総務企画課） 

（所在地）千葉市中央区市場町１－１ 南庁舎１階 

千葉市花見川区幕張町５－４１７―２４ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイル等の種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 

政令第21条第7項又は施行条

例施行規則第2条第7項に該

当するファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 
- 



  

行政機関等匿名加工情報の概要 - 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

- 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

- 

備   考 -  

  



  

個人情報ファイル簿等 

個人情報ファイル等の名称 水道料金一部免除申請簿冊 

実施機関の名称 千葉県企業局 

個人情報ファイル等が利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名称 
千葉県企業局 管理部 県水お客様センター 

個人情報ファイル等の利用目的 水道料金一部免除資格審査 

記録項目 

１お客様番号、２氏名、３住所、４生年月日、５生活保

護受給状況、６児童扶養手当受給状況、７特別児童扶養

手当受給状況、８障害等級、９証書番号 

記録範囲 水道使用者及び同居世帯員 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）総合窓口（総務部審査情報課） 

          企業局窓口（企業局管理部総務企画課） 

（所在地）千葉市中央区市場町１－１ 南庁舎１階 

千葉市花見川区幕張町５－４１７―２４ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイル等の種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 

政令第21条第7項又は施行条

例施行規則第2条第7項に該

当するファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 
- 

行政機関等匿名加工情報の概要 - 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

- 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

- 

備   考 -  

  



  

個人情報ファイル簿等 

個人情報ファイル等の名称 実地検査ファイル 

実施機関の名称 千葉県企業局 

個人情報ファイル等が利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名称 

千葉県企業局 業務振興課 

県水お客様センター 

個人情報ファイル等の利用目的 
委託契約の相手方として適切であるかと判断し、委託契

約が適切に履行されるよう受託者を把握するため 

記録項目 １氏名、２住所、３生年月日、４電話番号 

記録範囲 受託会社に勤務する者 

記録情報の収集方法 業務委託先 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）総合窓口（総務部審査情報課） 

          企業局窓口（企業局管理部総務企画課） 

（所在地）千葉市中央区市場町１－１ 南庁舎１階 

千葉市花見川区幕張町５－４１７―２４ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイル等の種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 

政令第21条第7項又は施行条

例施行規則第2条第7項に該

当するファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 
- 

行政機関等匿名加工情報の概要 - 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

- 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

- 

備   考 -  

  



  

個人情報ファイル簿等 

個人情報ファイル等の名称 水道料金等徴収事務委託に関する苦情ファイル 

実施機関の名称 千葉県企業局 

個人情報ファイル等が利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名称 

千葉県企業局 管理部 業務振興課 

県水お客様センター及び各水道事務所（支所） 

個人情報ファイル等の利用目的 
水道事務所・支所における徴収事務について指導調整を

行い、また、重要な事故の処理を行うため。 

記録項目 １氏名、２住所、３お客様番号、４苦情内容 

記録範囲 苦情を申し入れた当人 

記録情報の収集方法 本人からの収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 業務委託先 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）総合窓口（総務部審査情報課） 

          企業局窓口（企業局管理部総務企画課） 

（所在地）千葉市中央区市場町１－１ 南庁舎１階 

千葉市花見川区幕張町５－４１７―２４ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイル等の種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 

政令第21条第7項又は施行条

例施行規則第2条第7項に該

当するファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 
- 

行政機関等匿名加工情報の概要 - 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

- 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

- 

備   考 -  

  



  

個人情報ファイル簿等 

個人情報ファイル等の名称 訴訟関係ファイル 

実施機関の名称 千葉県企業局 

個人情報ファイル等が利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名称 
千葉県企業局 管理部 業務振興課 

個人情報ファイル等の利用目的 
企業局を当事者とする水道料金請求等の業務に関する訴

訟について法的な諸事項を処理するため 

記録項目 １氏名、２住所、３お客様番号、４訴訟内容 

記録範囲 訴訟関係者 

記録情報の収集方法 本人からの収集、または訴訟関係者 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）総合窓口（総務部審査情報課） 

          企業局窓口（企業局管理部総務企画課） 

（所在地）千葉市中央区市場町１－１ 南庁舎１階 

千葉市花見川区幕張町５－４１７―２４ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイル等の種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 

政令第21条第7項又は施行条

例施行規則第2条第7項に該

当するファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 
- 

行政機関等匿名加工情報の概要 - 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

- 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

- 

備   考 -  

  



  

個人情報ファイル簿等 

個人情報ファイル等の名称 上下水道料金徴収業務に関するシステム 

実施機関の名称 千葉県企業局 

個人情報ファイル等が利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名称 
業務振興課、県水お客様センター、各水道事務所・支所 

個人情報ファイル等の利用目的 上下水道料金徴収業務を行うため 

記録項目 

１ 受付情報 

（使用者氏名、使用場所、電話番号、送付先住所、 

使用開始日、使用中止日、支払方法） 

２ 調定情報 

（使用水量、上下水道料金調定額） 

３ 請求情報 

（発行日、納期限） 

４ 収納情報 

（納付日、収納日、納付方法） 

５ 未納整理情報 

（督促状況、給水停止状況、納付誓約状況、不着郵便物

対応状況） 

記録範囲 上下水道料金利用者 

記録情報の収集方法 利用者からの収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 市、業務委託先 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）総合窓口（総務部審査情報課） 

          企業局窓口（企業局管理部総務企画課） 

（所在地）千葉市中央区市場町１－１ 南庁舎１階 

千葉市花見川区幕張町５－４１７―２４ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイル等の種別 

☑法第60条第2項第1号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第2号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第7項又は施行条

例施行規則第2条第7項に該

当するファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 
－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 



  

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

－ 

備   考 －  

  



  

個人情報ファイル簿等 

個人情報ファイル等の名称 千葉県企業局インターネットモニター確定者名簿 

実施機関の名称 千葉県企業局 

個人情報ファイル等が利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名称 
企業局管理部業務振興課 

個人情報ファイル等の利用目的 
千葉県企業局インターネットモニターアンケートの実施

のため。 

記録項目 

１氏名、２メールアドレス、３電話番号、 

４お客様番号、５住所、６性別、７職業、８年代、 

９居住形態、１０応募情報 

記録範囲 千葉県企業局インターネットモニター確定者 

記録情報の収集方法 本人からの収集（応募） 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 業務委託先 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）総合窓口（総務部審査情報課） 

企業局窓口（企業局管理部総務企画課） 

（所在地）千葉市中央区市場町１－１ 南庁舎１階 

千葉市花見川区幕張町５－４１７―２４ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
- 

個人情報ファイル等の種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 

政令第21条第7項又は施行条

例施行規則第2条第7項に該

当するファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 
- 

行政機関等匿名加工情報の概要 - 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

- 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

- 

備   考 -  

 

  



  

個人情報ファイル簿等 

個人情報ファイル等の名称 接客サービス向上研修講師名簿 

実施機関の名称 千葉県企業局 

個人情報ファイル等が利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名称 
管理部業務振興課 

個人情報ファイル等の利用目的 研修実施に当たり、講師の依頼・選任等を行うため 

記録項目 

１ 氏名 

２ 職業・職歴 

３ 学業・学歴 

４ 資格・賞罰 

記録範囲 研修を実施する講師の者 

記録情報の収集方法 １ 本人 ２ 民間・私人 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）総合窓口（総務部審査情報課） 

          企業局窓口（企業局管理部総務企画課） 

（所在地）千葉市中央区市場町１－１ 南庁舎１階 

千葉市花見川区幕張町５－４１７―２４ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイル等の種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 

政令第21条第7項又は施行条

例施行規則第2条第7項に該

当するファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 
- 

行政機関等匿名加工情報の概要 - 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

- 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

- 

備   考 -  

  



  

個人情報ファイル簿等 

個人情報ファイル等の名称 水道週間「ポスター・標語コンクール」応募者名簿 

実施機関の名称 千葉県企業局 

個人情報ファイル等が利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名称 
管理部業務振興課 

個人情報ファイル等の利用目的 応募者へ文書の通知、賞品送付、表彰等をするため 

記録項目 

１ 氏名 

２ 住所 

３ 生年月日・年齢 

４ 電話番号 

５ 性別 

６ 所属する学校名・団体名 

記録範囲 コンクールに応募した者 

記録情報の収集方法 １ 本人 ２ 民間・私人 ３ その他（学校） 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）総合窓口（総務部審査情報課） 

          企業局窓口（企業局管理部総務企画課） 

（所在地）千葉市中央区市場町１－１ 南庁舎１階 

千葉市花見川区幕張町５－４１７―２４ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイル等の種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 

政令第21条第7項又は施行条

例施行規則第2条第7項に該

当するファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 
- 

行政機関等匿名加工情報の概要 - 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

- 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

- 

備   考 -  
  



  

個人情報ファイル簿等 

個人情報ファイル等の名称 桜の季節見学会参加者名簿 

実施機関の名称 千葉県企業局 

個人情報ファイル等が利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名称 
管理部業務振興課 

個人情報ファイル等の利用目的 当日受付、中止時の連絡、保険加入のため 

記録項目 

１ 氏名 

２ 生年月日・年齢 

３ 電話番号・メールアドレス 

記録範囲 応募者 

記録情報の収集方法 本人からの収集（応募） 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）総合窓口（総務部審査情報課） 

          企業局窓口（企業局管理部総務企画課） 

（所在地）千葉市中央区市場町１－１ 南庁舎１階 

千葉市花見川区幕張町５－４１７―２４ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイル等の種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☐法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 

政令第21条第7項又は施行条

例施行規則第2条第7項に該

当するファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 
- 

行政機関等匿名加工情報の概要 - 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

- 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

- 

備   考 - 

 

  



個人情報ファイル簿等 

個人情報ファイル等の名称 量水器情報及び上水道データの利用に関するファイル 

実施機関の名称 千葉県企業局 

個人情報ファイル等が利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名称 
管理部業務振興課 

個人情報ファイル等の利用目的 
企業局の量水器情報及び上水道データを協定等締結した

市へ提供するため。 

記録項目 
１お客様番号、２氏名、３住所、４使用水量、５量水器

番号、６口径、７取外日、８取外指針 

記録範囲 水道使用者 

記録情報の収集方法 本人から収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 協定を締結した市 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）総合窓口（総務部審査情報課） 

          企業局窓口（企業局管理部総務企画課） 

（所在地）千葉市中央区市場町１－１ 南庁舎１階 

千葉市花見川区幕張町５－４１７―２４ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイル等の種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 

政令第21条第7項又は施行条

例施行規則第2条第7項に該

当するファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 

総務部審査情報課 

（企業局管理部総務企画課） 

千葉市中央区市場町1-1 

（千葉市花見川区幕張町5-417-24） 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

― 

備   考 ―  

 



個人情報ファイル簿等 

個人情報ファイル等の名称 水道使用開始・中止受付ファイル 

実施機関の名称 千葉県企業局 

個人情報ファイル等が利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名称 

企業局管理部業務振興課 

各水道事務所・支所 

県水お客様センター 

個人情報ファイル等の利用目的 給水契約管理のため 

記録項目 

１ 受付情報 

（使用者氏名、使用場所、電話番号、送付先住所、 

使用開始日、使用中止日、支払方法） 

２ 調定情報 

（使用水量、上下水道料金調定額） 

３ 請求情報 

（発行日、納期限） 

４ 収納情報 

（納付日、収納日、納付方法） 

記録範囲 給水を受ける者 

記録情報の収集方法 本人からの収集、業務委託先からの収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 業務委託先 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）総合窓口（総務部審査情報課） 

     企業局窓口（企業局管理部総務企画課） 

（所在地）千葉市中央区市場町１－１ 南庁舎１階 

     千葉市花見川区幕張町５－４１７－２４ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイル等の種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 

政令第21条第7項又は施行条

例施行規則第2条第7項に該

当するファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 

総務部審査情報課 

（企業局管理部総務企画課） 

千葉市中央区市場町１－１ 

（千葉市花見川区幕張町５－４１７－２４） 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 



作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

― 

備   考 ―  
 



個人情報ファイル簿等 

個人情報ファイル等の名称 水道料金一部免除対象者ファイル 

実施機関の名称 千葉県企業局 

個人情報ファイル等が利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名称 

千葉県企業局 管理部 業務振興課 

県水お客様センター及び各水道事務所（支所） 

個人情報ファイル等の利用目的 水道料金一部免状況の参照 

記録項目 

１お客様番号、２氏名、３住所、４生年月日、５生活保

護受給状況、６児童扶養手当受給状況、７特別児童扶養

手当受給状況、８障害等級、９証書番号 

記録範囲 使用者及び同居世帯員 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 給水区域内各市、業務委託先 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）総合窓口（総務部審査情報課） 

          企業局窓口（企業局管理部総務企画課） 

（所在地）千葉市中央区市場町１－１ 南庁舎１階 

千葉市花見川区幕張町５－４１７―２４ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイル等の種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 

政令第21条第7項又は施行条

例施行規則第2条第7項に該

当するファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 

総務部審査情報課 

（企業局管理部総務企画課） 

千葉市中央区市場町1-1 

（千葉市花見川区幕張町5-417-24） 

行政機関等匿名加工情報の概要 -
作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

- 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

- 

備   考 －  

 



個人情報ファイル簿等 

個人情報ファイル等の名称 水道料金口座振替申請ファイル 

実施機関の名称 千葉県企業局 

個人情報ファイル等が利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名称 
管理部県水お客様センター 

個人情報ファイル等の利用目的 
上下水道使用者間における口座振替契約の適正な履行を

図るため。 

記録項目 １お客様番号、２氏名、３住所、４口座情報 

記録範囲 水道使用者 

記録情報の収集方法 本人から収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 業務委託先、関係金融機関 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）総合窓口（総務部審査情報課） 

          企業局窓口（企業局管理部総務企画課） 

（所在地）千葉市中央区市場町１－１ 南庁舎１階 

千葉市花見川区幕張町５－４１７―２４ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイル等の種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 

政令第21条第7項又は施行条

例施行規則第2条第7項に該

当するファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 

総務部審査情報課 

（企業局管理部総務企画課） 

千葉市中央区市場町1-1 

（千葉市花見川区幕張町5-417-24） 

行政機関等匿名加工情報の概要 -
作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

- 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

- 

備   考  

 



個人情報ファイル簿等 

個人情報ファイル等の名称 債権（上下水道料金未収金）回収業務ファイル 

実施機関の名称 千葉県企業局 

個人情報ファイル等が利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名称 
管理部業務振興課 

個人情報ファイル等の利用目的 転居者の上下水道料金未収金を回収するため。 

記録項目 １お客様番号、２氏名、３住所、４未納水道料金 

記録範囲 水道使用者のうち、転居後水道料金が未納のままの者 

記録情報の収集方法 本人から収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 業務委託先 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）総合窓口（総務部審査情報課） 

          企業局窓口（企業局管理部総務企画課） 

（所在地）千葉市中央区市場町１－１ 南庁舎１階 

千葉市花見川区幕張町５－４１７―２４ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイル等の種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 

政令第21条第7項又は施行条

例施行規則第2条第7項に該

当するファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 

総務部審査情報課 

（企業局管理部総務企画課） 

千葉市中央区市場町1-1 

（千葉市花見川区幕張町5-417-24） 

行政機関等匿名加工情報の概要 -
作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

- 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

- 

備   考  

 



個人情報ファイル簿等 

個人情報ファイル等の名称 千葉県企業局インターネットモニター応募者名簿 

実施機関の名称 千葉県企業局 

個人情報ファイル等が利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名称 
企業局管理部業務振興課 

個人情報ファイル等の利用目的 
千葉県企業局インターネットモニターの選定及びアンケ

ートの実施のため。 

記録項目 

１氏名、２メールアドレス、３電話番号、 

４お客様番号、５住所、６性別、７職業、８年代、 

９居住形態、１０応募情報 

記録範囲 千葉県企業局インターネットモニター応募者 

記録情報の収集方法 本人からの収集（応募） 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 業務委託先 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）総合窓口（総務部審査情報課） 

企業局窓口（企業局管理部総務企画課） 

（所在地）千葉市中央区市場町１－１ 南庁舎１階 

千葉市花見川区幕張町５－４１７―２４ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
- 

個人情報ファイル等の種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 

政令第21条第7項又は施行条

例施行規則第2条第7項に該

当するファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 

総務部審査情報課 

（企業局管理部総務企画課） 

千葉市中央区市場町1-1 

（千葉市花見川区幕張町5-417-24） 

行政機関等匿名加工情報の概要 -
作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

- 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

- 

備   考 


